
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
が
拡

大
し
、
経
済
情
勢
の
悪
化
に
伴
い
、
派

遣
社
員
の
雇
い
止
め
が
多
発
し
て
い
ま

す
。
派
遣
先
の
休
業
や
仕
事
量
低
下
に

よ
り
、
派
遣
契
約
が
解
除
さ
れ
て
い
ま

す
。
派
遣
元
が
新
た
な
派
遣
先
を
紹
介

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
雇
用

情
勢
悪
化
の
中
で
、
遠
隔
地
や
低
賃
金

の
所
を
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
を
断
る
と
自

己
都
合
退
職
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
が
、

当
た
り
前
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
３
ヶ
月
間
は
雇
用
保
険
の
受

給
も
で
き
な
い
状
態
で
す
。

雇
い
止
め
を
防
ご
う

派
遣
先
が
派
遣
契
約
の
中
途
解
除
を

行
う
場
合
に
つ
い
て
、
厚
労
省
の
「
派

遣
先
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
」

に
、
派
遣
先
が
行
う
べ
き
措
置
が
次
の

と
お
り
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
派
遣
元
会
社
の
合
意
を
得
る
と
と
も

に
、
予
め
相
当
の
猶
予
を
も
っ
て
申
し

入
れ
る
こ
と
。

②
派
遣
先
の
関
連
会
社
で
の
就
業
を
あ
っ

せ
ん
す
る
等
、
派
遣
労
働
者
の
新
た
な

就
業
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
。

③
右
記
②
が
で
き
な
い
と
き
は
、
少
な

く
と
も
中
途
解
除
に
よ
り
派
遣
会
社
に

生
じ
た
損
害(

例
え
は
、
休
業
手
当
相

当
額
、
や
む
を
得
ず
解
雇
す
る
と
き
の

解
雇
予
告
手
当
相
当
額
以
上
の
額)

の

賠
償
を
行
う
こ
と
。

ま
た
派
遣
元
は
、
派
遣
先
が
契
約
解

除
し
た
場
合
、
派
遣
社
員
に
休
業
手
当

を
支
払
い
、
雇
用
調
整
助
成
金
を
申
請

し
て
休
業
補
償
を
行
い
、
派
遣
社
員
の

雇
用
を
守
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

有
期
契
約
社
員
の
雇
い
止
め
は

制
限
さ
れ
て
い
ま
す

有
期
契
約
が
２
回
以
上
更
新
さ
れ
て

い
る
場
合
や
１
年
を
超
え
て
継
続
勤
務

し
て
い
る
人
に
つ
い
て
は
、
客
観
的
・

合
理
的
な
理
由
が
な
く
、
社
会
通
念
上

相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、

雇
い
止
め
は
で
き
ま
せ
ん
。

労
働
組
合
に
求
め
ら
れ
る
対
応

派
遣
先
の
労
働
組
合
は
、
派
遣
社
員

の
雇
用
問
題
に
つ
い
て
、
取
り
組
む
こ

と
が
必
要
で
す
。
派
遣
社
員
に
対
す
る

使
用
者
責
任
は
派
遣
先
に
あ
り
ま
す
。

派
遣
先
の
労
働
組
合
は
、
派
遣
社
員
の

待
遇
や
雇
用
に
つ
い
て
、
派
遣
先
の
会

社
と
交
渉
し
て
、
改
善
を
図
っ
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
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日立ジョンソンコ

ントロールズ空調

と関連会社で働く

人のネットワーク

休業手当の支給がない労働者に

給与の80％を補償する新しい給付金が申請開始

コロナの影響により事業主が休業させ、休業期間中

の賃金（休業手当）支払いを受けることができなかっ

た労働者に、「新型コロナ対応休業支援金」を支給す

る事業が実施されます。これまでは企業にしか申請権

限がない雇用調整助成金の仕組みでしたが、今回は中

小企業の労働者も、自分から申請すれば、休業給付金

が受けられるように制度創設されました。 具体的な

手続きや制度詳細は、厚労省HPに掲載されています。


